２１地福第６２６号
平成２１年　８月２１日
各市町村長　殿

　（政令市・中核市除く）

愛知県健康福祉部長
（公印省略）
新型インフルエンザの発生における社会福祉施設等の臨時休業の報告について（依頼）
厚生労働省から、社会福祉施設への休業要請及び社会福祉施設の自主的な休業の状況を報告するよう依頼があり、保育所を除く民間社会福祉施設に対し、別紙のとおり、愛知県へ報告するよう依頼したところですが、貴市町村が所管している管内の保育所（認可外保育施設を含む）、児童館、放課後児童クラブ、グループホームをはじめとした地域密着型介護施設、障害者小規模授産施設・小規模作業所等、及び貴市町村立の社会福祉施設等について、休業要請を行った場合又は自主的に臨時休業を実施していることを把握した場合は、下記により愛知県へ報告していただくようお願いします。
記
１　報告様式及び方法
　　別紙「新型インフルエンザによる社会福祉施設等の臨時休業の実施状況報告」に必要事項を記入し、FAX又は電子メールにより提出してください。

２　提出先
愛知県健康福祉部地域福祉課地域福祉・施設グループ
電話 052-954-6262  FAX 052-954-6945
メールアドレスchiikifukushi@pref.aichi.lg.jp
３　報告時期
平成２１年８月２０日以降臨時休業の要請が行われた場合又は自主的に臨時休業を実施した場合について随時報告してください。 

　　　
担　当　地域福祉課地域福祉・施設グループ　
     　　　　　　　　　　　　　 電　話　052-954-6262
　　　　　　　
